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取引先コード：     　
お取引先様会社名：     　
　現　状　調　査　票　
	評価会社名称
	     
	評価事業所名称
	     


１．事業活動の環境負荷
お取引先様（事業所）の事業活動の環境負荷をご記入ください。
	環境負荷項目
	量／期間　（単位は任意で結構です）

	エネルギー
	     

	化学物質
	     

	水
	     

	廃棄物
	     

	その他（     
）
	     


２．環境関連法規制※1
①お取引先様の事業所・工場で該当する、環境関連法規制の該非状況をチェックしてください。

　※1：環境関連法規制とは、大気、水質、土壌、天然資源、人およびそれらの相互関係を含む組織の活動を取り巻くものについて定められた法規制、地域の条例、協定を指します。

　　 FORMCHECKBOX 
 該当する環境関連法規制が１つ以上ある　　／　　 FORMCHECKBOX 
 該当する環境関連法規制が無い

②該当する環境関連法規制がある場合、主な法規制の名称、要求事項、遵守状況を法規制ごとにご記入ください。（記入内容が多い場合は、別紙に記載し添付してください。）

	法規制の名称
	要求事項
	遵守状況

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     



取引先コード：     　
お取引先様会社名：     　
３．製造環境影響物質

① キヤノンに納入する物品の開発・生産・販売時における、｢製造環境影響物質リスト｣（添付資料1）に定める製造環境影響物質の使用状況をチェックしてください。

把握、記録している場合は、それが確認できる資料を現状調査票に添付してください。（添付資料にはNo.「13」とご記入ください）

 FORMCHECKBOX 
 製造環境影響物質の種類、目的及び使用量を把握、記録している

 FORMCHECKBOX 
 製造環境影響物質の種類、目的及び使用量を把握、記録していない

 FORMCHECKBOX 
 製造環境影響物質は使用していない

② ｢製造環境影響物質リスト｣（添付資料１）で定める使用禁止物質の使用状況をチェックしてください。

　　　　 FORMCHECKBOX 
 使用していて廃絶計画有り　／　 FORMCHECKBOX 
 使用していて廃絶計画無し　／　 FORMCHECKBOX 
 不使用

③ 上記②リスト中の「1A使用禁止物質」を使用している場合は、下表に使用状況をご記入ください。

また、記入内容が多い場合は、別紙に記載し添付してください。

　　　

	物質名
	使用量　　kg／年
	使用目的
	廃絶計画の有無
	廃絶年月

	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
有　・ FORMCHECKBOX 
無
	     年     月

	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
有　・ FORMCHECKBOX 
無
	     年     月

	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
有　・ FORMCHECKBOX 
無
	     年     月


４．土壌・地下水汚染防止対策※2
① 化学物質の土壌・地下水汚染に対し、防止対策の状況をチェックしてください。

　※2：土壌・地下水汚染防止対策とは、化学物質が地下浸透しないようにする対策のことで、化学物質の保管または使用場所の受皿、ライニング、防液堤、ウエス、マットの設置、施設・使用・保管場所の点検等を指します。

対象となる化学物質は、「製造環境影響物質リスト」（添付資料1）に定める製造環境影響物質およびそれ以外の化学物質で地下浸透する恐れのある液体（灯油、重油、機械の作動油等）も含みます。

　　　　　 FORMCHECKBOX 
 対策を施している　／　 FORMCHECKBOX 
 対策を施していない　／　 FORMCHECKBOX 
 化学物質を使用する工程が

ないので、対策が不要

② 対策を施している場合は下表に対策内容をご記入ください。
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